
令和 3 年 3 月

令和 2 年度 令和 31 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,475 円 2,490 円

2,475 円 2,620 円

2,475 円 2,538 円

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度

（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

昭和62年度
(供用開始後33年)

法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分

別添２－1

指宿市公共下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 指宿市

事 業 名 ： 公共下水道事業

処 理 場 数
1箇所

(指宿市浄水苑)

広域化・共同化・最適化

実施状況*1
無し

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施
設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、
③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方

【現在の使用料体系(税抜)】
・基本料金　　　　   525円
・ 0～10m3まで　     75円/m3
・10～20m3まで　   120円/m3
・20～30m3まで　   150円/m3
・30～50m3まで　   180円/m3
・50～100m3まで 　188円/m3
・100m3～　　　  　　195円/m3

全部適用

処 理 区 域 内 人 口 密 度 23.2人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無し

処 理 区 数 １処理区

令和元年度 令和元年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方
一般家庭用と同様である。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方
温泉施設に対し、7m3まで75円、7m3を超で8円を徴収している。

条 例 上 の 使 用 料 *2

（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度 実 質 的 な 使 用 料 *3

（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度

平成30年度 平成30年度



③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数

水道課　　35人
　うち、経理係(下水道担当)　　1人
　　　　 料金係(下水道担当)　　1人
　　　　 工務係(下水道担当)　　4人

事 業 運 営 組 織

　平成31年4月1日の地方公営企業法の適用により、下水道担当部局の都市整備課下水道整備係と水道事業担
当の水道課の組織統合を行い、「指宿市公営企業水道事業部水道課」として事業を運用している。
　その後、令和2年4月1日に温泉供給事業が地方公営企業法の適用を受け、観光施設管理課の一部が水道課に
統合されている。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用

　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4
無し

 イ　土地・施設等利用

　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5
無し

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託

　　　（包括的民間委託を含む）

　指宿市浄水苑及び潟山汚水中継ポンプ場について、包括民間委託を
行っている。管路施設及び雨水ポンプ場については、一部民間委託を
行っている。

 イ　指定管理者制度 無し

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 無し

　令和元年度の実績値で2,021千m3となっており、未整備区域の整備及び供用開始区域の水洗化率の向上に伴い、令和11年度で2,004千m3と
なる見込みである。その後の人口減少とともに有収水量は減少し、令和31年度で1,557千m3と予測している。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

別紙のとおり。

処理区域内人口の予測

　令和元年度の処理区域内人口が40,567人であり、市全域において将来的には減少することが予測され、公共下水道区域内人口は、令和元年
度で11,141人となっており、令和11年度で11,060人、令和31年度で8,600人と予測している。

有収水量の予測



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し

　令和元年度で256,479千円(税抜)となっており、財政収支推移結果により、令和8年度以降に料金改定を行う予定である。
この結果、令和8年度での使用料収入は、286,167千円(税抜)を見込んでおり、令和11年度には277,893千円(税抜)となる見通しである。
　その後は、処理区域内人口の減少に伴い、使用料収入も減少し、令和31年度では、215,953千円(税抜)となる予測である。

施設の見通し

下水管渠、雨水ポンプ場及び終末処理場について、ストックマネジメント計画の策定により、計画的な改築更新を行う。

組織の見通し

基本的には、現状組織のままとする。

　生活環境の改善及び水質保全の役割を担う下水道サービスを、持続的かつ安定的に提供するための経営基盤を強化します。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

・未整備区域について、汚水管渠の整備を行う。
・ストックマネジメント計画策定により、効果的・効率的な改築更新を行う。

1.汚水管路新設
　令和2～11年度に、未整備区域について整備を行う。
2.汚水管路改築更新
　令和2～11年度に、マンホール蓋の取替え、本管及び人孔について防食工事等を行う。
3.雨水管路施設
　浸水防除を目的として、令和2～9年度に雨水幹線整備を行う。
4.汚水中継ポンプ場
　長寿命化計画及びストックマネジメント計画に準拠し、令和2～9年度において設計・施工を行う。
5.雨水ポンプ場
　令和3年度まで、潟口雨水ポンプ場の吐口工事を行い、令和3～11年度にかけて、弥次ヶ湯雨水ポンプ場の新設工事を行う。第一期供用開始
は、令和9年度を予定している。
6.処理場等改築更新
　長寿命化計画及びストックマネジメント計画に準拠し、令和2～9年度において設計・施工を行う。

目 標

・下水道使用料について、定期的な料金改定を視野に入れる。
・雨水処理負担金、他会計補助金及び他会計出資金については、総務省による通知「地方公営企業繰出金につ
いて」の定める基準に基づき、一般会計部局と調整を図り、適切な繰入を行う。
・建設改良費に係る財源は、国庫補助金及び企業債を充当する。
・収支予測において収入＜支出となる場合は、他会計出資金により補填する。

1.使用料収入
　総務省が提示している、地方財政措置の要件は3,000円(月/20m3)であるため、令和8年度以降に使用料の改定を行い、収支のバランスを図る。
2.一般会計繰入金
　上述のとおり、総務省による通知「地方公営企業繰出金について」の定める基準に基づき、繰入金を算定するが、一般会計の負担を軽減するた
めに、繰入額の調整を図る。
3.建設改良の財源
　国庫補助金と企業債を主とし、一部、受益者負担金を充当する。
4.資金不足額
　令和2～5年度の資金不足に対して、他会計負担金として補填する。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

無し。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

投資の平準化に関する事項 無し

民間活力の活用に関する事項

（PPP/PFIなど）
無し

その他の取組 無し

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合に

は、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項
鹿児島県主導で実施している広域化・共同化の検討会などへ参加することで、下水道事業
における広域化・共同化の可能性を意識しながら継続的な検討に努める。

民間活力の活用に関する事項

（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　現状で、指宿市浄水苑で包括的民間委託を行っており、今後も継続する予定である。

職員給与費に関する事項 無し

動力費に関する事項 無し

使用料の見直しに関する事項 令和8年度以降に、使用料の改定を行う予定である。

資産活用による収入増加

の取組について
無し

その他の取組 無し

その他の取組 無し

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、

改 定 等 に 関 す る 事 項

本経営戦略の進捗状況について、PDCAサイクル（Plan：計画、Do：実施、Check：検証、Action：見直
し・改善）の考え方に基づいたフォローアップを行い、経営指標により達成状況を確認、計画と実績との
乖離が生じた場合はその原因を分析し、必要に応じて本経営戦略の見直しまたは改善検討を行いま
す。

薬品費に関する事項 無し

修繕費に関する事項 無し

委託費に関する事項 無し



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成30年度 令和元年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 376,133 386,560 390,117 374,783 381,161 384,285 380,507 378,837 401,888 409,073 408,002 403,896

(1) 268,109 256,478 223,364 258,451 263,063 267,183 264,764 262,571 286,167 283,229 280,554 277,893
(2) (B)

(3) 108,024 130,082 166,753 116,332 118,098 117,102 115,743 116,266 115,721 125,844 127,448 126,003
２． 134,285 352,070 403,957 463,179 460,017 461,267 413,948 414,442 368,190 378,656 382,142 378,944

(1) 119,232 134,562 166,234 246,928 239,457 237,432 190,096 187,826 139,803 139,662 140,441 139,895

119,232 134,562 166,234 246,928 239,457 237,432 190,096 187,826 139,803 139,662 140,441 139,895

(2) 217,435 221,642 216,226 220,535 223,810 223,827 226,591 228,362 238,969 241,676 239,024
(3) 15,053 73 16,081 25 25 25 25 25 25 25 25 25

(C) 510,418 738,630 794,074 837,962 841,178 845,552 794,455 793,279 770,078 787,729 790,144 782,840

１． 146,709 645,405 684,374 702,821 711,220 716,014 714,726 720,949 722,584 744,667 750,843 747,095

(1) 18,917 23,498 25,288 34,393 34,565 34,738 34,910 35,085 35,261 35,439 35,617 35,794
10,828 13,083 12,737 16,224 16,306 16,387 16,468 16,551 16,634 16,717 16,801 16,884

8,089 10,415 12,551 18,169 18,259 18,351 18,442 18,534 18,627 18,722 18,816 18,910
(2) 127,792 131,613 165,759 176,492 176,492 176,492 176,492 176,492 176,492 177,555 177,555 177,555

6,050 6,275 6,413 8,412 8,412 8,412 8,412 8,412 8,412 9,475 9,475 9,475
10,263 7,734 5,336 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350
547 900 1,073 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

110,932 116,704 152,937 161,630 161,630 161,630 161,630 161,630 161,630 161,630 161,630 161,630
(3) 490,294 493,327 491,936 500,163 504,784 503,324 509,372 510,831 531,673 537,671 533,746

２． 61,540 56,447 48,240 42,728 37,884 33,011 29,403 26,887 24,605 22,999 22,454 21,220

(1) 61,540 55,004 48,240 42,728 37,884 33,011 29,403 26,887 24,605 22,999 22,454 21,220
(2) 1,443

(D) 208,249 701,852 732,614 745,549 749,104 749,025 744,129 747,836 747,189 767,666 773,297 768,315

(E) 302,169 36,778 61,460 92,413 92,074 96,527 50,326 45,443 22,889 20,063 16,847 14,525

(F) 6
(G) 7,257 550
(H) △ 7,251 △ 550

302,169 29,527 60,910 92,413 92,074 96,527 50,326 45,443 22,889 20,063 16,847 14,525

(I) 302,169 331,696 392,606 485,019 577,093 673,620 723,946 769,389 792,278 812,341 829,188 843,713
(J) 292,666 276,074 276,074 278,779 296,907 296,907 324,143 347,374 407,841 507,315 623,247

22,003
(K) 465,796 425,092 392,009 357,851 327,349 297,746 278,129 247,652 209,199 187,690 165,615

407,456 425,092 392,009 357,851 327,349 297,746 278,129 247,652 209,199 187,690 165,615

54,947
( I )

(A)-(B)

(L) 131,935 292,017

(M) 376,133 386,560 390,117 374,783 381,161 384,285 380,507 378,837 401,888 409,073 408,002 403,896

32 72

(N) 131,935 292,017

(O)

(P) 376,133 386,560 390,117 374,783 381,161 384,285 380,507 378,837 401,888 409,073 408,002 403,896

32 72

そ の 他

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

収

益

的

収

入

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 20980 86 101 129 151 175 190 203 197 199 203

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第 22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第 15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 平成30年度 令和元年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 149,200 139,500 403,247 312,022 103,314 140,995 205,995 130,995 195,995 305,995 105,870 105,870

20,000 55,000 14,819

２． 113,809 65,688 17,356 17,640 15,825 14,919 15,088 14,715 14,130 12,332 10,942

３． 166,625 10,366 8,757 5,798 3,987 1,843 1,859 986 665 663 629 625

４．

５．

６． 98,370 128,948 392,141 212,885 90,000 142,500 207,500 132,500 197,500 307,500 100,000 100,000

７．

８． 7,774 8,322 6,794 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

９． 5,271

(A) 427,240 400,945 876,627 550,441 217,321 303,543 432,653 281,949 411,255 630,668 221,211 219,817

(B) 101,104

(C) 427,240 299,841 876,627 550,441 217,321 303,543 432,653 281,949 411,255 630,668 221,211 219,817

１． 240,240 175,273 818,357 493,472 194,309 305,065 435,127 285,191 415,253 635,316 225,380 225,442

17,165 9,938 12,285 12,348 6,716 12,472 12,534 12,598 12,660 12,723 12,787 12,849

２． 375,584 408,563 407,457 425,092 392,009 357,851 327,349 297,746 278,129 247,652 209,199 187,690

３．

４．

５．

(D) 615,824 583,836 1,225,814 918,564 586,318 662,916 762,476 582,937 693,382 882,968 434,579 413,132

(E) 188,584 283,995 349,187 368,123 368,997 359,373 329,823 300,988 282,127 252,300 213,368 193,315

１． 196,631 271,685 275,710 279,628 280,974 279,497 282,781 282,469 292,704 295,995 294,722

２． 60,910 92,413 92,074 96,527 50,326 45,443 22,889 20,063 16,847 14,525

３． 28,094

４． 160,490 87,364

(F) 188,584 283,995 332,595 368,123 371,702 377,501 329,823 328,224 305,358 312,767 312,842 309,247

16,592 △ 2,705 △ 18,128 △ 27,236 △ 23,231 △ 60,467 △ 99,474 △ 115,932

(G)

(H) 4,667,278 4,389,215 4,384,887 4,271,817 3,983,122 3,766,267 3,644,913 3,478,162 3,396,028 3,454,371 3,351,042 3,269,222

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成30年度 令和元年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

227,256 264,571 334,861 363,090 357,385 354,364 305,669 303,922 255,354 265,336 267,719 265,728

227,256 249,483 334,861 357,656 357,385 354,364 302,917 303,922 255,354 265,336 267,719 265,728

15,088 5,434 2,752

166,625 124,175 74,445 23,154 21,627 17,668 16,778 16,074 15,380 14,793 12,961 11,567

80,977 124,175 74,445 23,154 21,627 17,668 16,778 16,074 15,380 14,793 12,961 11,567

85,648

393,881 388,746 409,306 386,244 379,012 372,032 322,447 319,996 270,734 280,129 280,680 277,295

そ の 他

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

令和2年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和10年度 令和11年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度令和3年度


